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【手続補正書】
【提出日】平成23年12月19日(2011.12.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外科的治療を受けることを予定している患者における手術後の出血及び／又は創傷を減
少させるための、ブリモニジン又はそれの医薬的に許容可能な塩を含む医薬組成物であっ
て、
　出血及び／又は創傷を引き起こす外科的治療を行うことを予定している、患者の皮膚の
局部に、外科的治療を行う前に局所的に接触させる医薬組成物。
【請求項２】
　外科的治療が、外科的切開又はレーザー治療である、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項３】
　外科的治療の１０分前～１２０分前に接触させる、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項４】
　外科的治療の１５分前～６０分前に接触させる、請求項３に記載の医薬組成物。
【請求項５】
　クリーム、ゲル、エマルション、及び、軟膏、液剤、並びに、薬用包帯からなる群から
選択される医薬担体を含む、請求項１に記載の医薬組成物。
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【請求項６】
　ゲル又はクリームである、請求項５に記載の医薬組成物。
【請求項７】
　ブリモニジン又はそれの医薬的に許容可能な塩が、クリーム又はゲル中に約０．１質量
％～約１０質量％の量で存在する、請求項６に記載の医薬組成物。
【請求項８】
　外科的治療を受けた患者における出血及び／又は創傷を減少させるための、ブリモニジ
ン又はそれの医薬的に許容可能な塩を含む医薬組成物であって、
　外科的治療を行った患者の皮膚の局部に、局所的に接触させる医薬組成物。
【請求項９】
　外科的治療が、外科的切開又はレーザー治療である、請求項８に記載の医薬組成物。
【請求項１０】
　クリーム、ゲル、エマルション、及び、軟膏、液剤、並びに、薬用包帯からなる群から
選択される医薬担体を含む、請求項８に記載の医薬組成物。
【請求項１１】
　ゲル又はクリームである、請求項１０に記載の医薬組成物。
【請求項１２】
　ブリモニジン又はそれの医薬的に許容可能な塩が、クリーム又はゲル中に約０．１質量
％～約１質量％の量で存在する、請求項１１に記載の医薬組成物。
【請求項１３】
　外科的治療の直後に接触させる、請求項８に記載の医薬組成物。
【請求項１４】
　出血及び／又は創傷を引き起こす外科的治療を行うことを予定している、患者の皮膚の
局部に、外科的治療を行う前に局所的に接触させる医薬組成物であって、
　外科的治療を受けることを予定している患者における手術後の出血及び／又は創傷を減
少させるための医薬組成物
を製造するための、ブリモニジン又はそれの医薬的に許容可能な塩の使用。
【請求項１５】
　外科的治療を行った患者の皮膚の局部に、局所的に接触させる医薬組成物であって、
　外科的治療を受けた患者における出血及び／又は創傷を減少させるための医薬組成物
を製造するための、ブリモニジン又はそれの医薬的に許容可能な塩の使用。
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